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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
１．連結の範囲に関する事項 
（１）連結子会社 

連結子会社数    ６社 

名古屋ビジネスサ－ビス  株式会社 

名銀不動産調査 株式会社 

株式会社 名銀コンピューター・サービス 

株式会社 名古屋リース 

株式会社 名古屋カード 

株式会社 名古屋エム・シーカード 

（２）非連結子会社 

該当ありません。 

 
２．持分法の適用に関する事項 
該当ありません。 

 
３．連結子会社の決算日に関する事項 
３月末日        ６ 社 

 
４．会計処理基準に関する事項 
（１）商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

 
（２）有価証券の評価基準及び評価方法 

（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有

価証券のうち時価のあるものについては、連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として

移動平均法により算定）、時価のないものについては、移動平均法による原価法又は償却原価法により行

っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。 

（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

の評価は、時価法により行っております。 

 
（３）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 
（４）減価償却の方法 

① 動産不動産 

当行の動産不動産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除

く。）については定額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物：15 年～50年 

動産：５年～６年 

連結子会社の動産不動産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却して

おります。 
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② ソフトウェア 

連結子会社の自社利用のソフトウェアについては、会社で定める利用可能期間（主として５年）に基

づく定額法により償却しております。 

なお、当行の自社利用のソフトウェアについて資産計上しているものはありません。 

 
（５）貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する

実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4 号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に

相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当

てております。 破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。 破綻先債権及び実質破綻先

債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した

残額を引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

 
（６）賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会

計年度に帰属する額を計上しております。 

 
（７）退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は

以下のとおりであります。 

過去勤務債務    ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として 13 年）による定

額法により費用処理 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として 13

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

当行は、従来、従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15 年）による定額法により過去勤務債務及び

数理計算上の差異の費用処理をしておりましたが、従業員の転職や新規採用の抑制などにより平均残存勤務期

間が短縮化したため、当連結会計期間より費用処理年数を 15年から 13 年に変更しております。 

この結果、従来と同一の費用処理年数を適用した場合と比べ、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ 112 百万円減少しております。 

 
（８）外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。連結子会社

の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。 

 
（９）リース取引の処理方法 

当行及び連結子会社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 
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（10）重要なヘッジ会計の方法 

（イ）金利リスクヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会

計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以

下「業種別監査委員会報告第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評

価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手

段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。ま

た、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関

係の検証により有効性の評価をしております。 

また、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融

商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報

告第 15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取

引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定し

たそれぞれのヘッジ手段の残存期間・想定元本金額に応じ平成 15年度から６年間にわたって、資金調達費

用又は資金運用収益として期間配分しております。 

なお、当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は 768 百万円、繰延ヘッジ

利益は－百万円であります。 

（ロ）為替変動リスクヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報

告第 25号。以下「業種別監査委員会報告第 25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘ

ッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス

ワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合う

ヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しており

ます。 

 
（11）消費税等の会計処理 

当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 
６．連結調整勘定の償却に関する事項 
連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却を行っております。 

 
７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 
連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に基づいて作成しております。 

 
８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及

び取得日から満期日までの期間が３カ月以内の預け金であります。 

 


